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サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【令 6.3.15 厚生労働省告示第 86

号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【令 6.3.15 厚生労働省告示

第 86 号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【令 6.3.15 厚生労働省告示第 86

号】 
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【 通所介護 】 

１ 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第四

節までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生

活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数

を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるため

に必要と認められる数 

二 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介護の単位ご

とに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認め

られる数 

三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職

員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該

指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事業者が法

第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業（旧法第八条の二第七項に規

定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該

第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が十五人までの場合にあ

っては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数

に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員 一以上 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以

上当該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所

介護の単位の介護職員として従事することができる。 

４ 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であって、その提供が同時に一又は複数の利

用者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することがで

きる。 

６ 第一項の生活相談員又は介護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 

７ 指定通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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＜人員に関する基準の留意事項＞ 

（１）生活相談員 

提供日ごとに、サービス提供時間帯に専ら生活相談員が勤務する時間数の合計（勤務延時

間数）を提供時間数で除して得た数が１以上 

  ※ 提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービ

スが提供されていない時間帯を除く）をいう。 

  （例）サービス提供時間が午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の場合 

     提供時間数は８時間となることから、８時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 

 

＜資格要件＞ 

○社会福祉法第 19 条第 1項各号のいずれかに該当する者 

① 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学、旧大学令（大正 7 年勅令第 388

号）に基づく大学、旧高等学校令（大正 7年勅令第 389 号）に基づく高等学校又は旧専

門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定す

る社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 

② 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 

③ 社会福祉士 

④ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 

⑤ ①から④と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

（精神保健福祉士、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学において、社会

福祉法第 19 条第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目

を修めて、学校教育法第 102 条第 2項の規定により大学院への入学を認められた者） 

  ○千葉県において①から⑤と同等以上の能力を有すると認められる者 

    ・介護支援専門員（ケアマネージャー） 

    ・介護福祉士 

 

 ＜その他＞ 

  ○生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤であること。 

○通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス

事業者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地

域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべ

（管理者） 

第百一条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することが

できる。 
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き勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用

者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のため

の時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支

援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を

支える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要が

あり、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

※ 実際に行った業務内容と、事業所を離れていた時刻を記録しておくこと。 

 

 

（２）看護師又は准看護師（看護職員） 

   単位ごとに、専ら通所介護の提供に当たる看護職員が１以上 

＜その他＞ 

○看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時

間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 

※「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切

な指示ができる連絡体制などを確保することである。 

○病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の

営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指

定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護

職員が確保されているものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県では、看護職員について、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供日

ごとに当該事業所において利用者の健康状態の確認等を行う時間帯は専従（実際に当

該事業所で勤務）するように指導している。 
また、訪問看護ステーション等と連携する場合は、契約書などで、「提供日ごとに指

定通所介護事業所にて、利用者の健康状態の確認を含め必要な業務を行う旨」や「提

供時間帯を通じ、必要があった場合に看護職員が駆けつけることができる体制や協定

先の病院等から適切な指示を受けられる連絡体制を確保する旨及びその具体的な運用

方法」などが客観的に明らかになっている必要があると指導している。 
（（介護予防）通所介護事業所における看護職員の配置について（通知）平成 28 年 2
月 3 日高 1628 号参照） 
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（３）介護職員 

   単位ごとに、サービス提供時間帯に専ら介護職員が勤務する時間数の合計（勤務延時間数）

を提供時間数で除して得た数が、利用者の数が１５人までの場合は１以上、１５人を超え

る場合は１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上 

※ 提供時間数とは、当該単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を  

利用者数で除して得た数）とする 

  （例）利用者数２０人、平均提供時間数８時間の場合 

    （（２０－１５）÷５＋１）×８＝１６時間 

    ・職員 A,B の二人が８時間勤務 

    ・職員 Aが８時間勤務、B,C が午前中４時間勤務 

     等の柔軟な配置が可能。 

 

（４）機能訓練指導員 

   日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者が 

１以上 

＜資格要件＞  

○訓練を行う能力を有する者とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師のいずれかの資格を有する者 

（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 

６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。ただし、利用者の日常生活や  

レクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は

介護職員が兼務して行っても差し支えない。） 

＜その他＞ 

○機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

 

 

 

 

 

 

（５）管理者 

   指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 

※ 指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に

従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

 

千葉県では、有資格の機能訓練指導員の配置を営業する週の半分以上、各々２時間以上

配置するように指導している。 
（通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について（通知）平成 24 年 11 月 9 日

保指第 1587 号参照） 
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２ 設備に関する基準 

 

（１）食堂及び機能訓練室 

食堂及び機能訓練室は、３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上が必要であり、壁芯から計

測されている建築図面の長さではなく、内法面積とする。 

洗面台、カウンター、容易に動かせないような家具等が置かれた部分は除外する。 

   また、狭隘な部屋・スペースを合わせて面積を確保することはできない。 

 

（２）相談室・静養室・事務室 

   基準として求めているのは「室」であるため、原則として個別に部屋を設ける必要がある。   

１つの部屋を区分して複数の用途に供する場合には、「室」とみなせるよう、壁等の設置を

求めている。 

 

（３）設備に係る共用 

指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサー

ビス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指定訪問介護

事業所の場合は事務室）は共用が可能。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指

定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院にお

ける指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあって

（設備及び備品等） 

第百二条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有する

ほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその

他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は三平方

メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、

食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはそ

の実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

二 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならな

い。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜

に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。 

５ 指定通所介護事業者が第百条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関す

る基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 
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は、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えない。 

① 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーショ  

ン等を行うためのスペースが明確に区分されていること。  

② 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の 

設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして 

使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものに   

ついても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能。なお、設備を共用

する場合、居宅基準第 104 条第２項において、指定通所介護事業者は、事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと

定めているところであるが、衛生管理等に一層努めること。 

 

（４）通所介護事業所の設備を用いた宿泊サービスについて 

  ① 概要 

指定通所介護事業所において宿泊サービス（当該指定介護事業所の営業時間外に、その  

設備を利用し、当該指定通所介護事業所の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護など

の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスとして提供する

こと）を提供する場合は、「千葉県における指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深

夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する

ガイドライン」を遵守する必要がある。 

② 届出について 

宿泊サービスの開始・変更・廃止に際し、所定の様式により県へ届出を提出する必要が

ある。 

   ・宿泊サービスを提供する場合 → 宿泊サービス提供開始前まで 

   ・届出内容に変更が生じた場合 → 変更の事由が生じてから１０日以内 

   ・宿泊サービスを休止又は廃止する場合 → 休止又は廃止の日の１月前まで 

③ その他 

 指定通所介護事業所等で宿泊サービスの提供を行う場合、一定の要件に該当するとスプリ

ンクラー設備等の消防用設備の設置等が義務付けられるため、宿泊サービスを提供する場合

には、事業所の所在地を管轄する消防署へ確認すること。 
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３ 運営に関する基準（抜粋） 

 

（１）内容及び手続の説明及び同意 

    事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の 

利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書

やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、サービス提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければならない。 

※ 同意は、利用者及び通所介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが

望ましい。 

 

（２）サービスの提供の記録 

  ① 事業者は、サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画

を記載した書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

  ② 事業者は、サービスを提供した際には、サービスの提供日、具体的なサービス内容、   

利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な

連携等を図るため、利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に 

より、その情報を利用者に提供しなければならない。 

 

（３）指定通所介護の具体的取扱方針 

  ①サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日

常生活を営むことができるような必要な援助を行わなければならない。 

  ②サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 
③サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 
④緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。また、緊
急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこと
について、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、そ
の具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、居宅基準第 53 条の３第
２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

⑤サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ
スの提供を行わなければならない。 

⑥常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必
要なサービスを利用者の希望に添って提供しなければならない。 

 

 

（３）通所介護計画の作成 

① 管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練 

等の目標、当該目標を達成するための具体的なサ－ビスの内容等を記載した通所介護  

計画を作成しなければならない。 
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※ 計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する

者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者

がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

※ 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成す

るものである。 

② 通所介護計画は、既に居宅サ－ビス計画が作成されている場合は、当該居宅サ－ビス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

③ 管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

④ 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

⑤ 従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行う。 

※ 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の

求めがあった際には、当該通所介護計画を提供することに協力するよう努めるものとす

る。 

（４）運営規程 

事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めて

おかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

ニ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所介護の利用定員 

五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 

※ 非常災害対策については、（７）に後述 

※ ８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う事業所におい

ては、サービス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する 

こと 

 

（５）勤務体制の確保等 

  ① 事業者は、利用者に対し適切な通所介護を提供できるよう、通所介護事業所ごとに従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 
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※ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・

非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者

との兼務関係等を明確にしているか確認する必要がある。 

  ② 事業者は、通所介護事業所ごとに、当該通所介護事業所の従業者によって、通所介護を

提供しなければならない。 

※ 調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託

等を行うことを認めている。 

  ③ 事業者は、通所介護従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 

その際、事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援

専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

  ④ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

  

 

（６）業務継続計画の策定等 

  ① 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供

を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

② 事業者は、通所介護従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

③ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 

（７）非常災害対策 

  ① 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出そ

の他の必要な訓練を行わなければならない。 

  ② 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

   ※ 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならない。 

   ※ 非常災害に関する具体的計画とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び 

風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。 

 

（８）衛生管理等 
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① 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲料に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

② 事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六

月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図る

こと。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

 

（９）掲示 ※③については令和７年４月１日より適用される 

  ① 事業者は、通所介護事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制  

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

  ② 事業者は、①に規定する事項を記載した書面を通所介護事業所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、①の規定による掲示に代えることが

できる。 

③ 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲示しな ければならない。 
 

 

（１０）地域との連携等 

  ① 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

② 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する

利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市

町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

③ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利

用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対

しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

（１１）事故発生時の対応 

  ① 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

  ② 事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 



11 

  ③ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、  

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

  ④ 夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス（宿泊サービス）の提供により事故が発生

した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこと。 

 

（１２）虐待の防止 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、通所介護従業者等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

   

（１３）記録の整備 

  ① 通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

    ② 通所介護事業者は、利用者に対する通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から２年間保存しなければならない。 

    ○通所介護計画 

    ○提供した具体的なサービス内容等の記録 

〇身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 
    ○市町村への通知に係る記録 

    ○苦情の内容等の記録 

    ○事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 
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【共生型居宅サービスに関する基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜従業員の員数及び管理者＞ 

（１）従業者 

  ○指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業

所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下「指定生活介護

事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型通所介護を受ける利用者（要介護者）の

数を含めて当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

  ○指定生活介護の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づき、必要数

を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を受ける利用者

（要介護者）は障害支援区分５とみなして計算すること。 

 

（２）管理者 

  ○通所介護の場合と同趣旨（通所介護の人員に関する基準の留意事項（５）管理者 参照） 

  ○共生型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差し

支えない。 

 

＜設備に関する基準＞ 

  ○指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであるこ

と。ただし、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、 

必要な設備等について要介護者が使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

    なお、共生型サービスは要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る

壁、家具、カーテンやパーテーション等の仕切りは、不要であること。 

第百十四条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生

型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓

練）事業者、指定自立訓練（生活訓練）事業者、指定児童発達支援事業者（主として

重症心身障害児を通わせる事業所において指定児童発達支援を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（主として重症心身障害児を通わせる事

業所において指定放課後等デイサービスを提供する事業者を除く。）が当該事業に関

して満たすべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓

練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下こ

の号において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活

介護事業所等が提供する指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）、指定自立訓練

（生活訓練）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号におい

て「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型

通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等

として必要とされる数以上であること。 

二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事

業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 
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○指定通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所等が要介護者の支援を 

行う上で、必要な技術的支援を受けていること 

 

＜運営に関する基準＞ 

○基準条例第９条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７条、第２８条、第３４条

から第３６条まで、第３７条から第３９条まで、第４１条、第５６条、第９９条及び   

第１０２条第４項並びに第４節（第１１３条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業

について準用される。 

○共生型通所介護の利用定員は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等にお

いて同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであり、介護給

付の対象となる利用者(要介護者)の数と障害給付の対象となる利用者(障害者及び障害

児)の数との合計数により、利用定員を定めること。 

例えば、利用定員が２０人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを合わせて２０

人という意味であり、利用日によって､要介護者が１０人、障害者及び障害児が１０人で

あっても、要介護者が５人、障害者及び障害児が１５人であっても、差し支えないこと。 

 

＜その他の共生型サービスについて＞ 

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護  

保険制度の両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、   

ショートステイ以外のサービス(例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認

知症対応型共同生活介護)について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けて 

いるもの 

・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを  

活用しているものについても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これ

らの推進も図られることが望ましいこと。 

なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・   

障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるどうか判断することとなる。 

 

＜その他の留意事項＞ 

  多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活動する

ことで、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型

サービスは、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

 このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、障害者及び障害児に分けて

提供する場合（例えば、午前中に要介護者に対して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対

して放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービスとしては認められない。 
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４ 介護報酬の算定について 

 

（１）基本報酬 

基本報酬区分 
前年度の１月当たり

平均利用延人員数 
単位数 

通常規模型通所介護費 ７５０人以内 所要時間、要介護度による 

大規模型通所介護費（Ⅰ） ９００人以内 所要時間、要介護度による 

大規模型通所介護費（Ⅱ） ９００超 所要時間、要介護度による 

 

① 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 
② 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 
 ※なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、当該減算は適用しないが、義務

となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 
 

（２）２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合の取扱い 

   厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（心身の状況その他利用者のやむを得ない

事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者）に対して、所要時間２時間以上 

３時間未満の通所介護を行う場合は、所要時間４時間以上５時間未満の所定単位数の   

１００分の７０に相当する単位数を算定する。 

 

＜留意事項＞ 

   単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの

向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 

 

（３）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 

感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の減

少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも１０

０分の５以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、

指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回

につき所定単位数の１００分の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事

情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限り、引

き続き加算することができる。 

 

（４）８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の取扱い 

   ・  ９時間以上１０時間未満   ５０単位 

・１０時間以上１１時間未満  １００単位 

・１１時間以上１２時間未満  １５０単位 

・１２時間以上１３時間未満  ２００単位 

・１３時間以上１４時間未満  ２５０単位 
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＜算定要件＞ 

日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間８時間以上９時間未満の通所介護を 

行った場合又は所要時間８時間以上９時間未満の通所介護を行った後に引き続き日常生活

上の世話を行った場合であって、当該通所介護の所要時間と当該通所介護の前後に行った 

日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が９時間以上となった場合に加算する。 

 

＜留意事項＞ 

○ 延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の

世話を行う場合について、５時間を限度として算定される。 

○ 当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の部分について算定さ

れる。 

※ 延長サービスを行うことが可能な体制（適当数の従業者の確保）をとっている必要がある。 

※ 当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業所の設備を利用

して宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の通所介護の提供を受ける場合に

は算定することはできない。 

 

（５）共生型通所介護を行う場合の取扱い 

   ・ 指定生活介護事業所        所定単位数の１００分の９３ 

・ 指定自立訓練（機能訓練）事業所  所定単位数の１００分の９５ 

・ 指定自立訓練（生活訓練）事業所  所定単位数の１００分の９５ 

・ 指定児童発達支援事業所      所定単位数の１００分の９０ 

・ 指定放課後等デイサービス事業所  所定単位数の１００分の９０ 

 

（６）生活相談員配置等加算 １３単位／日 

   厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているとして都道府県知事

に届け出た指定通所介護事業所において、（５）共生型通所介護を行う場合の取扱いにより

算定している場合は加算する。 

＜算定要件＞ 

 ① 生活相談員を１名以上配置していること。 

 ② 地域に貢献する活動を行っていること。 

 

＜留意事項＞ 

 ○ 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供日ごとに、当

該共生型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型通所介

護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）

事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等

デイサービス事業所（以下「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業者の
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中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、

兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その

曜日のみ加算の算定対象となる。 

○ 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の

提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開

催」、「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議

会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」

など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

 

（７）中山間地域等に居住する利用者に対する加算 所定単位数の１００分の５ 

   厚生労働大臣が定める地域（中山間地域等）に居住する利用者に、運営規程で定める通常

の事業の実施地域を超えて、指定通所介護を行った場合に加算する。 

 

（８）入浴介助加算  （Ⅰ）又は（Ⅱ）いずれか 

   厚生労働大臣が定める基準に適合しているとして都道府県知事に届け出て、当該基準に

よる入浴介助を行った場合に加算する。 

 

 入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位／日 

  ＜算定要件＞ 

①入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であるこ

と。 

   ②入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

 

＜留意事項＞次のいずれにも該当すること 

   ① 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである（大臣基

準告示第 14 号の３）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援

助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用

者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを

行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、

加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支

援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、

これを含むものとする。 

   ②入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会

を指すものとする。 

   ③ 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、

入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

 

 入浴介助加算（Ⅱ） ５５単位／日 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 
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   ① 入浴介助加算（Ⅰ）の算定要件に適合すること。 

② 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動

作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域

包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下

「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴

室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家

族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護

支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の

環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場

合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用し

て把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・

助言を行っても差し支えないものとする。 

③ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状

況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の

入浴計画の作成に代えることができる。 

④ ③の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環

境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当

該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現し

ているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 

    

 

＜留意事項＞次のいずれにも適合すること。 

   ① 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである（大臣基

準告示第 14 号の３）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援

助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用

者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを

行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、

加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支

援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、

これを含むものとする。 

② 入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会

を指すものとする。 

③ 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、

入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

④ 利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定さ

れる訪問介護員等（以下「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができ

るようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、

入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪
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問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのよう

な介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者の動作及び

浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。）

が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）

し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価す

る。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に

基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助によ

り入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所介護事業所に対しその旨情

報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護事業所の

従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意する

こと。 

（※） 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づ

いて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により

入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用

具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、

福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価し

た者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の

浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当す

る内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作

成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介

助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、

手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模

したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や

利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴するこ

とができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるも

のであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にす

ること。 

 

（９）中重度者ケア体制加算 ４５単位／日 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、通所

介護を行った場合に加算する。 

 ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

  ① 基準条例に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保

していること。 
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  ② 事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、要介護

３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

  ③ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を１名

以上配置していること。 

 ＜留意事項＞ 

○ 中重度ケア体制加算は、共生型通所介護を算定している場合は、算定できない。 

○ 暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で２以上確保

していれば加算の要件を満たすこととする。 

※常勤換算方法について 

常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数は、サービス提供時間前後の延長加算を算定

する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法

による員数については、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

  ○ 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又

は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利

用延人員数を用いて算出するものとする（要支援者は人員数に含めない）。 

  ※利用実人員数又は利用延人員数について 

・ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含

む。）については、前年度の実績による加算の届出はできない。 

・ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、

直近３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持するとともに、その

割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに知事に届出を提出しなければならない。 

※具体的な計算方法は、平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4 月 1日）の問

25 参照 

  ○ 看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職務と

の兼務は認められない。 

  ○ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができ、

認知症加算の算定要件を満たす場合は、中重度ケア体制加算の算定とともに認知症加算

も算定できる。 

  ○ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても

社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成

することとする。 

  ※プログラムについて 

今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の 

役割づくりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援を

することなどの目標のことで、通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の

提供を行う必要がある。 
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（１０）生活機能向上連携加算  （Ⅰ）又は（Ⅱ）いずれか 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等

の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には加算を算定する。 

 

 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位／３月に１回（利用者の急性増悪等により個別機能

訓練計画を見直した場合を除く） 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が２００床未

満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士

等」）の助言に基づき、当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員等〔機能訓練指導

員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者〕が共同して利用者の身体状

況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適

切に提供していること。 

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明

し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

＜留意事項＞ 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が２００床未

満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」と

いう。）の助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセス

メント、利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。そ

の際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等

に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬にお

ける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老

人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

② 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況に

ついて、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は
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リハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定通所

介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用い

て把握した上で、当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。なお、

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及

びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法

士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

③ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載

しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につ

ながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とす

ること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

④ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能

訓練を適切に提供していること。 

⑤ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者

又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得

た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡ

ＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対

応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練

の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族（以

下「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状

況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、 

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

⑦ 個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り、算定されるもの

である。なお、①の助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度

算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した

場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び

翌々月は本加算を算定しない。 

 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位／月 
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＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所

を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個

別機能訓練計画の作成を行っていること。 

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切

に提供していること。 

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

＜留意事項＞ 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所

を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及

び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導

員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬にお

ける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老

人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

② 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又

はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上

で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬや

ＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行

うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員

等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、

利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等

を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

③ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）の留意事項③、④及び⑥によること。なお、個別機能訓

練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

（１１）個別機能訓練加算 （Ⅰ）イ又は（Ⅰ）ロいずれか 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合に加算を算定する。 

＜留意事項＞ 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師
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については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ

サージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に

従事した経験を有する者に限る。）（以下、「理学療法士等」という。）を配置し、機能訓練指

導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作

成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体機能を含

む。以下、当該加算において同じ。）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において

可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられたものである。 

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個 

別機能訓練が実施されなければならない。 

 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位／日 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

   ① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師

については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩

マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓

練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下「理学療法士等」）を１名以上配置し

ていること。 

② 機能訓練指導員等〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者〕が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学

療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

③ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上

に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利

用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況

に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

④ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上

で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者の居

宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、

当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応

じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 ＜留意事項＞ 

  ① 人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場

合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加

算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ

定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 
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なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に従事す

る場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護職員としての人員基

準の算定に含めない。 

   ② 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその

目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能

訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し 

た上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、

その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。

その際、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な

目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機

能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の維

持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数 

の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の

向上に繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その

記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

   ③ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集

団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所

内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あた 

りの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立

して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的

に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週１回以上実施することを目安とする。 

   ④ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効

果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほか、

３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、

ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下この④において

「利用者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等につ

いて説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等に

ついて、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意

向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及

びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更な

ど、適切な対応を行うこと。 
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また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ その他 

 ・ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所

介護費等の算定方法（平成 12 年厚生省告示第 27号）第１号に規定する基準のいずれ

かに該当する場合は、加算を算定することはできない。 

・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する

ことはできない。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練

加算(Ⅰ)イを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者

の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、加算を算定すること

はできない。 

・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練

実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個

別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６単位／日 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

  ① 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）①の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能

訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置していること。 

  ② 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）②から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

＜留意事項＞ 

① 人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場合に

おいて、例えば１週間のうち特定の時間だけ、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１

名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名以上配置している場合は、その時

間において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象

となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している時間はあらかじめ定

められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事す

る場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護職員としての人員基準

の算定に含めない。 

  ② 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）の留意事項②から⑤によること。 
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 個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０単位／月 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

  ① 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）①から⑤まで又は個別機能訓練加算Ⅰ（ロ）①及び②に掲げ

る基準に適合すること。 

  ② 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実

施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活

用していること。 

 

 

  ＜留意事項＞ 

厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用 

し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓

練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・

改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行う

こと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資 

するため、適宜活用されるものである。 

 

（１２）ＡＤＬ維持等加算 （Ⅰ）又は（Ⅱ）いずれか 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評

価対象期間（加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して１２月までの期間）の満了

日の属する月の翌月から１２月以内の期間に限り加算する。 

 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ３０単位／月 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

① 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（②において「評価対象利用期間」

が６月を超える者をいう。）の総数が１０人以上であること。 

② 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」と

いう。）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合に

ついては当該サービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に

基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当

該測定を提出していること。 

③ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値

から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に

基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が１以上であること。 
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 ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ６０単位／月 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

   ① 個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定要件①及び②の基準に適合するものであること。 

② 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 

＜留意事項＞ ※ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）共通 

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものと

する。 

② 厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 

③ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の算定要件③及びＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）の算定要件②にお

けるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤ

Ｌ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄

に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

   ④ ③においてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多

い順に、上位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。）及び下位１００分の１０に相当する利用者（その数に

１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評

価対象利用者」という。）とする。 

⑤ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、

リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施

している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含めるものとする。 

   

ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)  ３単位／月 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

① 令和３年３月３１日時点において改正前のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っている

事業所であって、改正後のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っていないものにおける改

正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の算定については、令和５年３月３１日までの間は、Ａ

ＤＬ維持等加算（Ⅲ）と読み替え算定することができる。 

この場合の算定要件等は、令和３年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加 

算(Ⅰ)の要件によるものとする。 

② ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定に係る事務処理手続等の詳細については、この通知に定

めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について（平成

ＡＤＬ値が０以上 25 以下 １ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 １ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 80 以上 100 以下 ３ 
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30 年４月６日老振発第 0406 第１号、老老発第 0406 第３号）におけるＡＤＬ維持等加

算 (Ⅰ)の事務処理手順等を参考にすること。 

 

（１３）認知症加算 ６０単位／日 

    厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府

県知事に届け出た指定通所介護事業所において、厚生労働大臣が定める利用者（日常生活

に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症

の者）に対して通所介護を行った場合に加算する。 

    （５）共生型通所介護を行う場合の取扱いを適用している場合は、算定しない。 

 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

   ① 基準条例に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常

勤換算方法で２以上確保していること。 

② 通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数の

うち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者の占める割合が１００分の１５以上であること。 

③ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる認知症介護の指導

に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研

修等を修了した者を１名以上配置していること。 

④ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議

を定期的に開催していること。 

  ＜留意事項＞ 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すも

のとし、これらの者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月

の前３月の１月当りの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算

定するものとする（要支援者に関しては人員数には含めない）。 

※ 利用実人員数又は利用延人員数については、（９）中重度者ケア体制加算を参照 

※ 具体的な計算方法は、平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27 年 4 月 1 日）

の問 31 参照 

② 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施

について(平成 18 年 3 月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知)」及び「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(平成 18 年 3 月 31 日老計発第

0331007 号厚生労働省計画課長通知)」に規定する「認知症介護指導者養成研修」、認知

症看護に係る適切な研修を指す。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、②記載の通知で規定する「認知症介護実践リ

ーダー研修」を指す。 

④ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、②記載の通知で規定する「認知症介護実践者

研修」を指す。 
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⑤ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、

認知症看護に係る適切な研修の修了者は、通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配

置する必要がある。 

また、中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに、

中重度者ケア体制加算も算定できる。 

     ⑥ 「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」はテレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

⑦ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資する 

ケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 

 

（１４）若年性認知症利用者受入加算 ６０単位／日  

厚生労働大臣が定める基準（受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を  

定めていること）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た通所介護事業所に 

おいて、若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における

認知症によって要介護となった者をいう。）に対して指定通所介護を行った場合に加算す

る。 

認知症加算を算定している場合は算定しない。 

 

（１５）栄養アセスメント加算 ５０単位／月 

    次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通

所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセス

メント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。）

を行った場合に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

② 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

下、「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又は

その家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

③ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 

④ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

  ＜留意事項＞ 
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① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事

業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規

定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置

しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置

し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置

して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行う

こと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者

ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握

を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄

養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と

情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼す

ること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間

及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しな

いが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養

改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養

改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ

の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サ

ービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、

当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこ

と。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

（１６）栄養改善加算 ２００単位／回（３月以内の期間に限り１月に２回を限度） 

次に掲げるいずれの基準（以下の算定要件を指す）にも適合しているものとして都道府

県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改

善サービスを行った場合に加算する。 

  

 ＜算定要件＞ 
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    ① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により、管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

② 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

③ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。 

④ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑤ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

 

  ＜留意事項＞ 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケア  

マネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に

限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定す

る員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置し

ているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置

し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配

置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、

栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

 イ ＢＭＩが１８．５未満である者 

 ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストのＮｏ.(１１)の項目が「１」に該当する者 

 ハ 血清アルブミン値が３．５g/dl 以下である者 

 ニ 食事摂取量が不良(７５％以下)である者 

 ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該

当するかどうか、適宜確認されたい。 

  ・口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(１３)、

（１４）、(１５)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

  ・生活機能の低下の問題 

  ・褥瘡に関する問題 

  ・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(１６)、(１７)の

いずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

  ・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(１８)、(１９)、(２０)の

いずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 
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 ・うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(２１)から(２５)の項目におい

て、２項目以上「１」に該当する者などを含む。) 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからへまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食

形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセス

メント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解

決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画

を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象とな

る利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、

栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供す

ること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点あれば直ちに当該計画を修正する

こと。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、

課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、

当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握

や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提

供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おお

むね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利

用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定居宅サービス基準第１４６条において準用する第２０条に規程するサービス

の提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄

養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために

利用者の栄養状態を定期的に記録する必要ないものとすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であっ

て、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待

できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 

（１７）口腔・栄養スクリーニング加算 （Ⅰ）又は（Ⅱ）いずれか 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合する指定通所介護事業所の

従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又

は栄養状態のスクリーニングを行った場合に加算する。ただし、当該利用者について、当

該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定し

ない。 

   

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位／６月ごとに１回 
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 ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

① 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該

利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているお

それのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する

介護支援専門員に提供していること。 

② 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者 

の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改

善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

③ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

④ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

イ 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービス

が必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）で

あること。 

ロ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間

である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のス

クリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機

能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

   ⑤ 他の介護サービス事業所において当該利用者について口腔連携強化加算を算定してい

ないこと。 

 

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位／６月ごとに１回 

  ＜算定要件＞次のいずれかに適合すること 

   ① 次のいずれにも適合すること。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）の算定要件①及び③に掲げる基準に適合す

ること。 

ロ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利

用者が栄 養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若し

くは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを

行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始

された日の属する月を除く。）であること。 

ハ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上

サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月

ではないこと。 

② 次のいずれにも適合すること。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）の算定要件②及び③に掲げる基準に適合する

こと。 
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ロ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月ではないこと。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健

康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、

口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

④ 他の介護サービス事業所において当該利用者について口腔連携強化加算を算定してい

ないこと。 

 

＜留意事項＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）共通 

① 口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状

態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、

利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的

に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第１９号の２ロに規定する場合にあっ

ては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スク

リーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、

それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが１８.５未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」(平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知)に

規定する基本チェックリストの№１１の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が３.５ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良(７５％以下)である者 

④ サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基

づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が

必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加

算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

（１８）口腔機能向上加算 （Ⅰ）又は（Ⅱ）いずれか 
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    厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして道府県

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、

当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しく

は実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状

態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「口腔機能向上サービス」という。）

を行った場合に加算する。 

 

 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位／回（３月以内の期間に限り１月に２回を限度） 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

① 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

② 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計

画を作成していること。 

③ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して

いること。 

④ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 口腔機能向上加算（Ⅱ）  １６０単位／回（３月以内の期間に限り１月に２回を限度） 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること。 

 ① 口腔機能向上加算（Ⅰ）の算定要件①から⑤までのいずれにも適合すること。 

 ② 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口

腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

＜留意事項＞ 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者

であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

  イ 認定調査における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」

以外に該当する者 

  ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(１３)、(１４)、(１５)の３項目のうち、

２項目以上が「１」に該当する者 

  ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることか

ら、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、
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受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合で

あって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。 

 イ 医療保険において歯科診療報酬点検表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

 ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合

であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導若しくは実施」を行っていない場合。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの

口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき

事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善

管理指導計画については、口腔機能向上サービスを対象となる利用者又はその家族に

説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計

画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能

改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用

者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に

実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当

する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第１４６条において準用する第２０条に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生

士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔

機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものと

すること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続

的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能

の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向

上サービスを提供する。 

 イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の 

  者 

 ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ

の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サ

ービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援

の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・
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改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行

うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

（１９）科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通

所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算と

して加算する。 

 

＜算定要件＞ 

① 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

② 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、①に規定

する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用して

いること。 

 

＜留意事項＞ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件

を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質

の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重

要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生

労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた 

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度

化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

二 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サ

ービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

（２０）事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合の 

減算 ▲９４単位／日 
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指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通所介護事業所に通う

者に対し、通所介護を行った場合は減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情に

より送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算

を行わない。 

＜留意事項＞ 

○ 「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を

指すものであり、具体的には当該建物の１階部分に指定通所介護事業所がある場合や、

当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物

や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

○ 例外的に減算対象とならない場合とは、具体的には、傷病により一時的に歩行難とな

った者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である

者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所

の間の往復の移動を介助した場合に限られる。この場合、２人以上の従業者による移動

介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス

担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。

また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。 

 

（２１）送迎を行わない場合の減算 ▲４７単位／片道 

    利用者に対して、その居宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につ

き４７単位を所定単位数から減算する。 

 

＜留意事項＞ 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など、通所介護事業所の従業

者が利用者の居宅と通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減

算の対象となる。ただし、事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用

者に通所介護を行う場合の減算の対象となっている場合には、本減算の対象とならない。 

 

（２２）サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のいずれか 

    厚生労働大臣が定める基準（以下の各算定要件を指す）に適合しているものとして知事

に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合に加算する。 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／回 

  ＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

   ① 次のいずれかに適合すること。 

    イ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の７０以上であること。 

    ロ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の

占める割合が１００分の２５以上であること。 

   ② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／回 

＜算定要件＞次のいずれにも適合すること 

① 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の 

５０以上であること。 

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／回 

＜算定要件＞次のいずれにも適合していること。 

   ① 次のいずれかに適合すること。 

    イ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の４０以上であること。 

    ロ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の

占める割合が１００分の３０以上であること。 

   ② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

  ＜留意事項＞ 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）

の平均を用いる。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法によ

り算出した平均を用いる。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につ

いては、４月目以降、届出が可能となる。その場合、届出を行った月以降においても、

直近３月の平均の職員の割合を、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに知事に届出を提出しなければならない。 

   ② 介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とする

こと。 

   ③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的に

は、令和３年４月における勤続年数１０年以上の者とは、令和３年３月３１日時点で勤

続年数が１０年以上である者をいう。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員として勤務した年数を含めることができることとする。 

⑤ 同一の事業所において第一号通所事業を一体的に行っている場合においては、本加算

の計算も一体的に行う。 

⑥ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又

は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。 
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（２３）介護職員等処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪通所介護事業所が、利用者に対し、指

定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

  ①介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

算定した単位数の１０００分の９２に相当する単位数 

  ②介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

算定した単位数の１０００分の９０に相当する単位数 

③介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

算定した単位数の１０００分の８０に相当する単位数 

  ④介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

   算定した単位数の１０００分の６４に相当する単位数 

 

令和７年３月３１日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合

する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入

浴介護事業所（①～④の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定訪問入浴介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑤介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

   算定した単位数の１０００分の８１に相当する単位数 

⑥介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

   算定した単位数の１０００分の７６に相当する単位数 

⑦介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

   算定した単位数の１０００分の７９に相当する単位数 

⑧介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

   算定した単位数の１０００分の７４に相当する単位数 

⑨介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

   算定した単位数の１０００分の６５に相当する単位数 

⑩介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

   算定した単位数の１０００分の６３に相当する単位数 

⑪介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

   算定した単位数の１０００分の５６に相当する単位数 

⑫介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

   算定した単位数の１０００分の６９に相当する単位数 

⑬介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

   算定した単位数の１０００分の５４に相当する単位数 

⑭介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） 
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   算定した単位数の１０００分の４５に相当する単位数 

⑮介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） 

   算定した単位数の１０００分の５３に相当する単位数 

⑯介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） 

   算定した単位数の１０００分の４３に相当する単位数 

⑰介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） 

   算定した単位数の１０００分の４４に相当する単位数 

⑱介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） 

   算定した単位数の１０００分の３３に相当する単位数 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・二十四 

 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 介護職員その他の職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に

ついて、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額（賃金改善

に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。）が介護職員等処遇

改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措

置を講じていること。 

（一） 当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）を算定した場合に算定す

ることが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるもの

であること。 

（二） 当該指定通所介護事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職

員と認められる者（以下「経験・技能のある介護職員」という。）のうち一人は、賃金改善後の

賃金の見込額が年額４４０万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額

が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

(２) 当該指定通所介護事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施

期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改

善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

(３) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪

化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水

準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道

府県知事に届け出ること。 

(４) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関す

る実績を都道府県知事に報告すること。 

(５) 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十

六号）その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

(６) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（昭和四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）の納

付が適正に行われていること。 
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(７) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するもの

を含む。）を定めていること。 

(二) （一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研

修の機会を確保していること。 

(四) （三）について、全ての介護職員に周知していること。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に

昇給を判定する仕組みを設けていること。 

(六) （五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(８) （２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するも

のを除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

（９） （８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により

公表していること。 

（10） 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）のいずれかを届け

出ていること。 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）

まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ホ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 令和６年５月３１日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準等の一部を改正する告示（令和六年厚生労働省告示第八十六号)による改正前の指定居宅サ

ービス介護給付費単位数表（以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。）の通所

介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出て

おり、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２） イ（１）（二）及び（２）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

へ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護

費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等ベ

ースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２） イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１

０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ト 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護

費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、

かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２） イ（１）（二）及び（２）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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チ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護

費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２） イ（１)（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

リ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、

かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）

までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ヌ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を届け出ており、

かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲

げる基準のいずれにも適合すること。 

ル 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算を届け出ていること。 

(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヲ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）及び（２）から（８）までに掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

ワ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算を届け出ていること。 

(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、

かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヨ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（（一）及び(二)に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）

まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

タ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を届け出ており、

かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 
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(２) イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

レ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、

かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げ

る基準のいずれにも適合すること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ソ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 令和６年５月３１日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

(２) イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げ

る基準のいずれにも適合すること。 

(３) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを

含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 
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ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

※別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」〔令和６年老発０３１５第２号〕）を参照すること。 

 


